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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両の位置を検出する位置検出手段と、
　要減速地点の地図情報を記憶する記憶手段と、
　前記位置検出手段により検出された車両位置に基づき進行方向に位置する要減速地点の
地図情報を前記記憶手段から抽出する抽出手段と、
　前記抽出手段によって抽出された要減速地点の地図情報に基づいて、その要減速地点に
おける目標車速を設定する目標車速設定手段と、
　現在車速から前記目標車速設定手段によって設定された目標車速まで回生ブレーキで減
速する場合に必要な減速距離を算出する減速距離算出手段と、
　前記抽出手段によって地図情報が抽出された要減速地点と前記減速距離算出手段によっ
て算出された減速距離とに基づいて、ブレーキ操作の開始が必要なブレーキ開始点を、該
ブレーキ開始点に前記車両が到達する前に案内する案内手段を備える、車両用運転支援装
置。
【請求項２】
　前記ブレーキ開始点は、前記抽出手段によって地図情報が抽出された要減速地点から前
記減速距離算出手段によって算出された減速距離分手前に位置する地点である、請求項１
記載の車両用運転支援装置。
【請求項３】
　前記案内手段は、前記抽出手段によって地図情報が抽出された要減速地点から前記減速
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距離算出手段によって算出された減速距離分手前に位置する地点に車両が到達した場合に
ブレーキ操作の案内を開始する、請求項１記載の車両用運転支援装置。
【請求項４】
　前記案内手段は、ドライバーのブレーキ操作量を案内する、請求項１記載の車両用運転
支援装置。
【請求項５】
　前記案内手段は、前記ブレーキ操作量を視覚的に案内する表示手段である、請求項４記
載の車両用運転支援装置。
【請求項６】
　前記減速距離算出手段によって算出された減速距離は、前記車両の走行状態に基づいて
補正される、請求項１記載の車両用運転支援装置。
【請求項７】
　前記走行状態は、周辺車両の状態や天候状態である、請求項６記載の車両用運転支援装
置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ドライバーのブレーキ操作を支援する車両用運転支援装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、燃費が向上するように、エンジンとモータを駆動源とするハイブリッド車両
を制御する車両制御装置が知られている（例えば、特許文献１参照）。この車両制御装置
は、ブレーキ操作を検出したときに、車両の現在位置から進行先に減速・停止が必要な地
点が存在するか否かを地図情報から検索し、減速・停止が必要な地点が存在するならば、
現在位置とその減速・停止必要地点との距離に基づいて減速を行うように自動変速機の変
速段を低く選択するものである。これによって、モータの回転数を高くして、回生制動に
より多くのエネルギーを回収可能にして、燃費向上を図ろうとしている。
【特許文献１】特開平９－１６６２０９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、上述の従来技術では、ドライバーがブレーキペダルの操作をしなければ
、減速・停止の必要な地点を検索して、自動変速機の変速段を選択することを開始しない
ので、ブレーキ操作が遅いドライバーでは、モータの回転数が高くなるタイミングが遅れ
たり、回生制動する時間が短くなったりするため、燃費向上を効果的行うことが困難な場
合があった。また、ドライバーはどのようにブレーキを操作すれば燃費向上に寄与するの
かを知ることができなかった。
【０００４】
　そこで、本発明は、燃費向上に寄与する回生ブレーキが作動するようにドライバーのブ
レーキ操作を誘導することができる車両用運転支援装置の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記課題を解決するため、本発明として、
　車両の位置を検出する位置検出手段と、
　要減速地点の地図情報を記憶する記憶手段と、
　前記位置検出手段により検出された車両位置に基づき進行方向に位置する要減速地点の
地図情報を前記記憶手段から抽出する抽出手段と、
　前記抽出手段によって抽出された要減速地点の地図情報に基づいて、その要減速地点に
おける目標車速を設定する目標車速設定手段と、
　現在車速から前記目標車速設定手段によって設定された目標車速まで回生ブレーキで減
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速する場合に必要な減速距離を算出する減速距離算出手段と、
　前記抽出手段によって地図情報が抽出された要減速地点と前記減速距離算出手段によっ
て算出された減速距離とに基づいてブレーキ操作の開始が必要なブレーキ開始点を案内す
る案内手段を備える、車両用運転支援装置を提供する。
【０００６】
　ここで、前記ブレーキ開始点は、前記抽出手段によって地図情報が抽出された要減速地
点から前記減速距離算出手段によって算出された減速距離分手前に位置する地点であると
好適である。
【０００７】
　また、前記案内手段は、前記抽出手段によって地図情報が抽出された要減速地点から前
記減速距離算出手段によって算出された減速距離分手前に位置する地点に車両が到達した
場合にブレーキ操作の案内を開始すると好適である。
【０００８】
　さらに、前記案内手段は、ドライバーのブレーキ操作量を案内することが好適であり、
前記ブレーキ操作量を視覚的に案内する表示手段であるとさらに好適である。
【０００９】
　また、前記減速距離算出手段によって算出された減速距離は、前記車両の走行状態に基
づいて補正されることが好適であり、前記走行状態として、周辺車両の状態や天候状態が
挙げられる。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、燃費向上に寄与する回生ブレーキが作動するようにドライバーのブレ
ーキ操作を誘導することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、図面を参照して、本発明を実施するための最良の形態の説明を行う。図１は、本
実施形態の車両用運転支援装置を適用したハイブリッド車両システムのブロック図の一例
である。
【００１２】
　内燃機関であるエンジン２０の運転は、ＥＣＵ（Electronic　Control　Unit）１０に
より制御されている。ＥＣＵ１０は、シフトポジションセンサやアクセルポジションセン
サ等からのセンサ信号に基づいてトータルトルクを算出する。ＥＣＵ１０は、算出された
トータルトルクに対し、所望の駆動力配分比に従い、エンジン要求回転数やエンジン要求
トルクといったエンジン出力要求値などを算出して、必要に応じて、エンジン２０や動力
分割機構２２やインバータ２６などの制御を実行する。
【００１３】
　動力分割機構２２は、エンジン２０の出力をディファレンシャル３２に伝達して車輪を
駆動させることができ、また、エンジン２０の出力をジェネレータ２４に伝達して発電さ
せることができる。動力分割機構２２は、エンジン２０の出力を、ディファレンシャル３
２とジェネレータ２４に所望の駆動力配分比で振り分ける。つまり、動力分割機構２２は
、その配分比に応じて、エンジン２０のみを駆動源とする「エンジン走行」をさせたり、
ジェネレータ２４を介して後述するモータ３０のみを駆動源とする「モータ走行」をさせ
たり、エンジン２０とモータ３０を駆動源とする「エンジン＋モータ走行」をさせたりす
ることができる。
【００１４】
　ジェネレータ２４は、エンジン２０の出力やディファレンシャル３２の運動エネルギー
を使用して発電する。この発電によって、ジェネレータ２４は、インバータ２６を介して
バッテリ２８を充電したり、モータ３０の駆動用の電力供給を行ったりする。
【００１５】
　モータ３０は、インバータ２６内の三相ブリッジ回路等により駆動され、エンジン２０
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とは異なる駆動源として車輪を回転させる。また、回生ブレーキ作動時には、モータ３０
は、運動エネルギーを電気エネルギーに変換し、インバータ２６を介してバッテリ２８を
充電する。
【００１６】
　ナビゲーション装置７は、ＧＰＳ装置と地図ＤＢ（データベース）を有している。ＧＰ
Ｓ装置は、ＧＰＳ受信機によるＧＰＳ衛星からの受信情報に基づいて、自車の位置を２次
元若しくは３次元の座標データによって特定する装置である。一方、地図ＤＢは、高精度
の地図情報を記憶している。高精度の地図情報には、減速が必要な地点（要減速地点）と
して、三叉路をはじめとする交差点、踏切、有料道路の料金所などの一時停止が必要な地
点の情報がその地点の座標データとともに含まれている。また、その地図情報には、要減
速地点として、必ずしも一時停止が必要ではない地点、すなわち、カーブやＥＴＣ（Elec
tronic　Toll　Collection）レーンなどの地点情報もその地点の座標データとともに含ま
れている。また、車車間通信や路車間通信や管理センター等の車外との通信を介して、渋
滞情報などを取得することによって、渋滞している地点を要減速地点としてその地図情報
に反映してもよい。また、座標データだけでなく、カーブの半径や曲率やカント、路面勾
配、道路の車線数や車線幅や停止線の詳細位置、右折／左折レーン、標高、法定速度等の
通過可能速度といった要減速地点に関する詳細な数値情報が含まれていてもよい。
【００１７】
　ナビゲーション装置７は、ＧＰＳ装置により検出された車両位置に基づいて車両の進行
している方向に位置する要減速地点に関する座標データなどの地図情報を地図ＤＢから抽
出する。ナビゲーション装置７は、抽出した地図情報や車両位置情報などをＥＣＵ１０に
送信する。
【００１８】
　なお、ナビゲーション装置７は、乗員の操作を受け付けるユーザ操作入力部や、乗員に
対して情報を提供する情報提供部を有していてもよい。ユーザ操作入力部は、スイッチ操
作やタッチパネル操作や音声入力等によって、ユーザからのナビゲーション装置７に対す
る指示情報を受け付ける。情報提供部は、ディスプレイ表示や音声出力等のユーザが認識
可能な態様によって、ナビゲーション装置７から提供される情報をユーザに伝達する。例
えば、ナビゲーション装置７は、ユーザ操作入力部を介してこれから向かう目的地が設定
されると、ＧＰＳ装置により特定された現在地点と地図ＤＢ内の地図情報とに基づいて目
的地までの走行経路を探索し、情報提供部を介して走行経路の探索結果を乗員に提供する
ことができる。
【００１９】
　他の車両用ＥＣＵ６は、ＥＣＵ１０が必要とする車両にかかわる走行状態を表す情報（
具体例を挙げるならば、車速、エンジン回転数、ブレーキ信号、ウィンカ信号、カメラの
撮像情報、周辺車両の走行状態、天候情報、エアコンの作動状態など）の送付元である。
なお、ＥＣＵ１０は、車速センサからの車速信号など、車両の走行状態を検知するセンサ
から車両の走行状態を直接取得してもよいので、他の車両用ＥＣＵ６とは、特にＥＣＵに
限っているわけではない。
【００２０】
　また、他の車両用ＥＣＵ６は、バッテリ２８の電流値や電圧値を検出することによって
、バッテリ２８の容量がどれだけ残っているのかを示す「残容量（ＳＯＣ：State　of　C
harge）」を算出する。他の車両用ＥＣＵ６は、例えば、バッテリ２８の充放電電流の積
算（積分）などにより残容量を算出する。電気量（バッテリ２８の容量）の時間的変化の
割合が、電流に相当するからである。残容量はバッテリ２８の満充電時の容量からバッテ
リ２８から放電された放電量を引いた値に相当することから、他の車両用ＥＣＵ６は、バ
ッテリ２８に接続される電源ラインを電流センサ等によってバッテリ２８の充放電電流を
モニターしその履歴をメモリに記録することによって、残容量を算出することが可能にな
る。なお、満充電時の容量は、初期値としてメモリに記憶されている。
【００２１】
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　また、他の車両用ＥＣＵ６は、放電初期時のバッテリ２８の電圧の極小値を測定するこ
とによって残容量を推定してもよい。放電初期時の電圧の落ち込みにより生じる極小値と
残容量は相関があることが知られているため、他の車両用ＥＣＵ６は、その相関関係（例
えば、マップデータ）に基づいて残容量を推定することができる。
【００２２】
　なお、バッテリ２８が電気二重層キャパシタに置換可能であり、その静電容量が既知で
あるならば、他の車両用ＥＣＵ６は、電気二重層キャパシタの電圧値と静電容量に基づい
て電気二重層キャパシタの残容量を算出することができる。
【００２３】
　また、残容量は、図７に示されるような、上限値ＢＭＡＸと下限値ＢＭＩＮに挟まれた
ＳＯＣ管理幅に保たれるように充放電の制御が実行される。ＳＯＣ管理幅を設けることに
よって、例えば過度の充放電を原因とするバッテリ２８の劣化の進行速度が速まるのを防
ぐことができる。
【００２４】
　したがって、モータ３０によって回生ブレーキが行われた場合、その回生エネルギーは
バッテリ２８に充電されるが、上限値ＢＭＡＸまでしか充電することはできない。超過分
の回生エネルギーは、熱によって消費されたり、油圧ブレーキ等のメインの制動装置を作
動させて上限値ＢＭＡＸに収まる程度に抑えられたりする。言い換えれば、モータ３０に
よって発生した回生エネルギーが上限値ＢＭＡＸと現在の残容量Ｂとの差分値以下であれ
ば、油圧ブレーキ等のメインの制動装置を作動させることなく、その発生した回生エネル
ギーの全てを使って回生ブレーキのみで減速することが可能となる。
【００２５】
　なお、モータ３０によって発生する回生エネルギーは次のように算出することができる
。他の車両用ＥＣＵ６は、ナビゲーション装置７からの情報に基づいて減速によって発生
する回収可能なエネルギーを演算する。車速Ｖで走行する車両を目標車速Ｖｍｉｎまで回
生可能減速度α（例えば、０．２［ｍ／ｓ２］）で減速する場合に、その車両の運動エネ
ルギーの変化分を全て回生するとした場合の回収できるエネルギー△Ｂは、
［数１］
　△Ｂ＝０．５×Ｍ×（Ｖ２－Ｖｍｉｎ２）×σ［Ｊ］
　　　＝２．７８×１０－７×０．５×Ｍ×（Ｖ２－Ｖｍｉｎ２）×σ［ｋＷｈ］
　　　＝Σ×（Ｖ２－Ｖｍｉｎ２）［ｋＷｈ］
と演算できる。なお、Ｍは車両重量［ｋｇ］、σはエネルギー回生効率［％］、Σは定数
（＝２．７８×１０－７×０．５×Ｍ×σ）である。つまり、△Ｂは車速Ｖを変数とする
２次関数で定義することができる。もちろん、車速以外の走行状態の情報を反映した補正
を行ってもよい。
【００２６】
　なお、回生可能減速度αとは、回生が見込める減速度であって、それ以上の減速度で減
速した場合には回生されずに熱として消費されるエネルギーが増大することになる。また
、回生可能減速度αは、モータ３０の負荷や車両の状態によって物理的に決まってくる値
である。
【００２７】
　ＥＣＵ１０は、ナビゲーション装置７によって抽出された進行方向に位置する要減速地
点の地図情報に基づいて、その抽出された進行方向に位置する要減速地点における目標車
速を設定する。要減速地点における目標車速は、各要減速地点における目標車速を予め定
めておいて地図情報として記憶しておいてもよいし、ドライバーの個々の運転履歴から各
要減速地点における目標車速を学習して地図情報に反映するようにしてもよい。また、減
速地点が踏切や料金所等の予めその地点における車速が一律に決めることができるような
地点であれば、減速地点における目標車速を地図情報に一律に設定しておくことも可能で
ある（例えば、零あるいは所定の低車速値）。さらに、要減速地点がカーブの場合、カー
ブにおける目標車速はカーブの半径や勾配情報等に基づいて、安全走行可能な車速を演算
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する所定の演算式で算出した値を地図情報に反映するようにしてもよい。
【００２８】
　また、ＥＣＵ１０は、車速センサ等によって検出された現在車速から上記設定した目標
車速まで回生ブレーキのみで減速する場合に必要な制動距離（以下、「減速距離」という
）を算出する。減速距離の算出は、例えば、バッテリ２８に受け入れ可能なパワーを示す
電池受け入れ可能パワーＷｉｎに基づいて行われるが、詳細は後述する。
【００２９】
　また、ＥＣＵ１０は、ナビゲーション装置７によって抽出された進行方向に位置する要
減速地点の手前に位置する「ブレーキ開始地点」までの距離を算出する。ブレーキ開始地
点までの距離は、進行方向に位置する要減速地点から上記算出した減速距離を引いた距離
に相当する。ブレーキ開始地点までの算出距離が零ということは、車両がブレーキ開始地
点に到達していることを意味する。これによって、例えば、ＥＣＵ１０は、ブレーキ開始
地点に車両が到達した地点で、すなわち、ブレーキ開始地点までの距離が零になった地点
で、案内装置４０を使用してブレーキ操作の誘導・案内を開始することができる。
【００３０】
　なお、ＥＣＵ１０は、エンジン２０やモータ３０等を制御するハイブリッド制御などの
制御プログラムや制御データを記憶するＲＯＭ、制御プログラムの処理データを一時的に
記憶するＲＡＭ、制御プログラムを処理するＣＰＵ、外部と情報をやり取りするための入
出力インターフェースなどの複数の回路要素によって構成されたものである。また、ＥＣ
Ｕ１０は一つの制御ユニットとは限らず、制御が分担されるように複数の制御ユニットで
あってよい。
【００３１】
　案内装置４０は、ＥＣＵ１０から指令に基づいて、ブレーキ操作の案内をドライバーに
対して行う。案内装置４０として、表示装置や音声出力装置などが挙げられる。表示装置
は、メーター、フロントコンソールディスプレイ、ヘッドアップディスプレイ、ホログラ
フィ装置等であって、ユーザに対し視覚的な情報を通知する装置である。音声出力装置は
、スピーカやイヤホン等であって、ユーザに対し聴覚的な音声情報を通知する装置である
。
【００３２】
　案内装置４０は、ブレーキ操作の開始が必要なブレーキ開始点をドライバーに案内する
とともに、燃費向上に寄与する回生ブレーキを維持したままの減速を可能にするブレーキ
操作ができるようにドライバーを誘導する。ブレーキ開始点は、ブレーキ操作の開始が必
要な「地点」として考えてもよいし、ブレーキ操作の開始が必要な「時点」として考えて
もよい。
【００３３】
　図２は、案内装置４０の一具体例である。指針４１の指示先が現在のモータ３０の駆動
状態に相当する。モータ３０の駆動状態は、モータ３０が車輪を駆動して走行している力
行状態と、回生ブレーキ作動中の回生状態に分けられる。さらに、回生状態は、回生のみ
の単独状態と回生ブレーキとメインブレーキ（油圧ブレーキ）との併用状態に分けられる
。上述の電池受け入れ可能パワーＷｉｎの値に応じて回生のみの単独状態の範囲は変化し
、電池受け入れ可能パワーＷｉｎの値が大きくなるほど回生のみの単独状態の範囲は広く
なる。それを明示するために、回生のみの単独状態を示す範囲のみにランプ（例えば、緑
ランプ）を点灯させる（図２の３つの黒丸部分）。電池受け入れ可能パワーＷｉｎの値が
大きくなるほど、図２の反時計回りにランプの点灯数が増える。
【００３４】
　また、指針４１の指示先が併用状態になっているということは、ドライバーのブレーキ
操作量（ブレーキペダルの踏力）が大きすぎて油圧ブレーキの作動により本来回生のみで
回収可能なエネルギーを熱等で無駄に消費してしまっていることを示している。すなわち
、ＥＣＵ１０からの指令に従い案内装置４０は、回生可能減速度α以下の減速度となるブ
レーキ操作をしている場合には回生のみの単独状態を示す範囲（ランプ点灯範囲）を指示
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するように指針４１を動かし、回生可能減速度αを超えた減速度となるブレーキ操作をし
ている場合には併用状態を示す範囲を指示するように指針４１を動かす。
【００３５】
　しかし、ドライバーは、指針４１の指示先によってモータ３０の駆動状態を容易に把握
することができるので、指針４１の動きに応じてブレーキ操作量を調整することで、モー
タ３０の駆動状態を回生のみの単独状態に容易に維持させることができる。さらに、回生
のみの単独状態を示す範囲のみにランプを点灯させることによって、ドライバーの視認性
は向上する。
【００３６】
　図２に示される案内装置４０の場合、ブレーキ開始点までの距離が零になった地点に車
両が到達すると、例えば、「ブレーキ操作を開始ください」と音声案内が行われるととも
に、緑ランプが点灯や点滅をし始め、指針４１が現在のモータ３０の駆動状態を指示する
。
【００３７】
　それでは、本実施形態の車両用運転支援装置の動作について説明する。図４は、本実施
形態の車両用運転支援装置の動作フローである。
【００３８】
　車速Ｖで走行する車両のＥＣＵ１０は、進行方向に要減速地点が存在するか否かを判断
する（ステップ１０）。要減速地点の存在可否を判断するために、ＥＣＵ１０は、まず、
ナビゲーション装置７に対し、ＧＰＳ装置により検出された現在の車両位置Ｐｓに基づい
て経路案内機能を利用して車両の進行している方向に減速地点に関する座標データなどの
地図情報が地図ＤＢに記憶されているか否かを検索するように指示する。要減速地点が存
在しなければ、本フローは終了する。要減速地点が存在するならば、ナビゲーション装置
７は、抽出した要減速地点に関する地図情報をＥＣＵ１０に送信する。
【００３９】
　ＥＣＵ１０は、ブレーキ操作の支援を禁止する条件に該当していないか否かを判断する
（ステップ２０）。ＥＣＵ１０は、例えば、追突防止のため、後続車が存在する場合には
ブレーキ操作の支援を禁止する。レーダーや撮像装置等の車両の後方を監視する手段によ
って後続車との車間距離を監視し、後続車との車間距離が所定値以下になった場合にはブ
レーキ操作の支援を禁止する。ブレーキ操作の支援を禁止する条件に該当していなければ
、ステップ３０に移行する。
【００４０】
　ＥＣＵ１０は、上述したように、ナビゲーション装置７によって抽出された進行方向に
位置する要減速地点の地図情報に基づいて、その抽出された進行方向に位置する要減速地
点における目標車速を設定する（ステップ３０）。この際、ＥＣＵ１０は、ナビゲーショ
ン装置７からの情報を取得して、現在位置Ｐｓに基づき進行方向に位置する要減速地点に
おける停止線等の目標停止位置Ｐｇを設定する。目標停止位置Ｐｇは、例えば、ナビゲー
ション装置７が抽出した要減速地点のうち車両と直近の要減速地点に設定する。ＥＣＵ１
０は、現在位置Ｐｓと目標停止位置Ｐｇ間の距離Ｘｇをそれらの座標データや経路情報に
基づいて演算することも可能である。
【００４１】
　ＥＣＵ１０は、図３，５に示されるように、電池受け入れ可能パワーＷｉｎに基づいて
減速距離を算出する（ステップ４０）。図３は、図４のステップ４０における減速距離の
算出を説明するための図である。図５は、図４のステップ４０における減速距離を算出す
るためのフローである。図５において、ＥＣＵ１０は、車速Ｖに現在の実車速を設定し（
ステップ１００）、減速距離計算用ＲＡＭ値Ｌをクリアする（ステップ１１０）。次に、
ＥＣＵ１０は、車速Ｖが図４のステップ３０において設定された目標車速より大きいか否
かを判断する（ステップ１２０）。現状の実車速が目標車速より大きい場合には（ステッ
プ１２０；Ｙｅｓ）、△Ｖ／△Ｔ［ｍ／ｓ２］を［数２］に従って算出する（ステップ１
３０）。
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［数２］
　△Ｖ／△Ｔ＝Ｗｉｎ／（Ｍ×Ｖ）
なお、△Ｖは１秒間で走行する距離［ｍ／ｓ］、△Ｔは制御周期［ｓ］、Ｗｉｎは電池受
け入れ可能パワー［Ｗ］、Ｍは車両重量［ｋｇ］、Ｖは現状の実車速［ｍ／ｓ］である。
【００４２】
　ここで、電池受け入れ可能パワーＷｉｎの演算式について簡単に説明する。車両が減速
するときに生じる減速パワーＰｂｒ［Ｗ］がすべてバッテリ２８に受け入れることができ
れば、燃費効率の最適化に貢献する。そこで、
［数３］
　Ｗｉｎ＝Ｐｂｒ×（モータ効率）
として、減速パワーＰｂｒと電池受け入れ可能パワーＷｉｎを等しいと考える。なお、以
下、モータ効率は、一般に９０％以上あるので、簡単化のため１００％（＝１）と仮定す
る。
【００４３】
　一方、動く物体に働くパワーは、力×速度で表すことができるので、減速力をＦｂｒ［
Ｎ］、そのときの速度をＶ［ｍ／ｓ］とすると、
［数４］
　Ｐｂｒ＝Ｆｂｒ×Ｖ
と表すことができる。また、慣性の法則に従い、車両重量Ｍ［ｋｇ］、減速加速度α［ｍ
／ｓ２］とすると、減速力Ｆｂｒは、
［数５］
　Ｆｂｒ＝Ｍ×α
と表すことができる。ここで、
［数６］
　α＝δＶ／δｔ：（Ｖは速度）
　　≒△Ｖ／△Ｔ：（△Ｔが小さいとき）
と考えることができるので、［数５］は、
［数７］
　Ｆｂｒ＝Ｍ×（△Ｖ／△Ｔ）
と変形することができる。
【００４４】
　さらに、路面に勾配θがあった場合の重力の影響を減速力Ｆｂｒに加味すると、重力加
速度をｇ［ｍ／ｓ２］とするならば、その勾配補正項を追加して、
［数８］
　Ｆｂｒ＝Ｍ×（△Ｖ／△Ｔ）－Ｍ×ｇ×sinθ
　　　　＝Ｍ×（△Ｖ／△Ｔ－ｇ×sinθ）
と表すことができる。
【００４５】
　したがって、［数３］，［数４］，［数８］に基づいて、
［数９］
　Ｗｉｎ＝Ｐｂｒ＝Ｍ×（△Ｖ／△Ｔ－ｇ×sinθ）×Ｖ
と表すことができる。
【００４６】
　図５に戻り、ＥＣＵ１０は、車速Ｖを１秒後の車速（Ｖ－△Ｖ）の演算値に更新すると
ともに（ステップ１４０）、減速距離計算用ＲＡＭ値Ｌを（Ｌ＋Ｖ＋△Ｖ／２）の演算値
に更新する（ステップ１５０）。ステップ１２０に戻り、あらためて、車速Ｖが図４のス
テップ３０において設定された目標車速より大きいか否かを判断し、ステップ１４０で設
定された車速Ｖの値が目標車速より大きい場合には（ステップ１２０；Ｙｅｓ）、同様に
△Ｖ／△Ｔを算出し（ステップ１３０）、ステップ１４０で設定された車速Ｖの値が目標
車速より大きくない場合には（ステップ１２０；Ｎｏ）、そのときの減速距離計算用ＲＡ
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Ｍ値Ｌを減速距離とする（ステップ１６０）。すなわち、図３に示されるように、図５の
ステップ１６０で算出された減速距離が、回生ブレーキのみで（電池受け入れ可能パワー
Ｗｉｎのみで）現状車速から目標車速まで減速する場合に必要な制動距離に相当する。
【００４７】
　図４に戻り、ＥＣＵ１０は、ブレーキ開始点までの距離を算出する（ステップ５０）。
ブレーキ開始点までの距離は、要減速地点から減速距離を引いた距離に相当する。この際
、ブレーキ開始点までの距離が負であれば、回生ブレーキのみで目標車速まで減速したと
してもブレーキ開始点を越えてしまうとして、本フローは終了する。
【００４８】
　ＥＣＵ１０は、車両の走行状況に基づいて、ブレーキ開始点までの距離の補正を行う（
ステップ６０）。例えば、図６に示されるようなマップと演算式に基づいて補正を行う。
図６は、他車との車間距離に基づくブレーキ開始点の補正をするためのマップとその演算
式である。前車との車間距離に対応する補正係数Ｄを図６によって規定し、ステップ５０
で算出されたブレーキ開始点までの距離から前車との現車間距離に対応する補正係数Ｄを
引くことによって補正を行う。つまり、レーダーなどで前車との車間距離を監視し、所定
距離以内の場合にはブレーキ開始点を手前にすることができる。
【００４９】
　なお、雨の場合には要減速地点における目標車速を下げてもよいし、霧の場合には要減
速地点の位置座標を手前に設定してもよい。また、路車間通信を利用し、要減速地点と自
車両の間に存在する車両の数を検出し、車両数に応じてブレーキ開始点を手前にすること
ができる。
【００５０】
　ＥＣＵ１０は、ブレーキ開始点までの距離が零になった地点で、案内装置４０による表
示や音声によってブレーキ操作のドライバーに対する案内を開始する（ステップ７０）。
ドライバーはブレーキ操作の案内を開始した地点からブレーキ操作を始めるので、ドライ
バーのブレーキ操作量（踏力）は回生ブレーキのみの状態から大きくかけ離れることはな
いと考えられる。
【００５１】
　ところで、一旦停止の指示のある地点、踏切、有料道路の料金所といった地点を目標と
する要減速地点に設定する場合には、その地点に向かって減速することが十分予測できる
が、青信号の交差点を直進する場合など、要減速地点に向かって必ずしも減速するとは限
らない場合がある。そこで、そのような場合であっても、的確に車両の減速を事前に予測
することができるようにするためには、例えば、右左折の予測を行えばよい。右左折する
場合には、車両の減速が期待できるからである。
【００５２】
　図８は、右左折の予測を説明するための図である。図８において、車両は右折レーン５
３を走行していることを示している。ＥＣＵ１０は、要減速地点Ｐｇとして、停止線６０
をナビゲーション装置７から取得する。ＥＣＵ１０やナビゲーション装置７は、右折レー
ン若しくは左折レーンを走行している場合やナビゲーション装置７の経路案内機能で右折
又は左折の指示をしている場合やウィンカ信号を受信した場合に、その方向に右左折する
と予測することができる。右折レーン若しくは左折レーンを走行している場合を判断する
ためには、例えば、カメラで走行レーンを認識したり、車両を捕捉可能な路側装置との関
係において車両の位置を特定したり、高精度ＧＰＳ装置において車両位置を特定したりす
ればよい。右左折の予測が検知されれば、ナビゲーション装置７が抽出した要減速地点の
うち現在の車両位置との関係において進行方向にある直近の要減速地点を、要減速地点Ｐ
ｇとして特定する。これにより、上述の図４のフローに従って、同様の制御動作を行うこ
とができるようになる。
【００５３】
　したがって、上述の実施例によれば、減速が行われる場合には、燃費向上に寄与する回
生ブレーキが作動するようにドライバーのブレーキ操作を誘導することができる。
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　以上、本発明の好ましい実施例について詳説したが、本発明は、上述した実施例に制限
されることはなく、本発明の範囲を逸脱することなく、上述した実施例に種々の変形及び
置換を加えることができる。
【００５５】
　例えば、上述の減速距離の算出において、ＥＣＵ１０のメモリ１１の容量やＣＰＵの演
算能力が低い場合には、現車速や目標車速などに基づき既定のマップに従って減速距離を
算出してもよい。
【００５６】
　また、ブレーキ開始地点に車両が到達してからブレーキ操作の開始を案内するのではな
く、ＥＣＵ１０はブレーキ開始地点に車両が到達する前にブレーキ開始点を案内してもよ
い。例えば、「あと３秒でブレーキ操作を開始して下さい」と音声案内したり、「ブレー
キ操作開始まであと○○秒」と○○部分をカウントダウン表示したりすることで、ブレー
キ開始点をブレーキ開始地点に車両が到達する前に案内することができる。ブレーキ開始
地点までの距離は上述のように算出可能なため、車速との関係から、ブレーキ操作地点に
到達するまでの時間は容易に算出可能である。
【図面の簡単な説明】
【００５７】
【図１】本実施形態の車両用運転支援装置を適用したハイブリッド車両システムのブロッ
ク図の一例である。
【図２】案内装置４０の一具体例である。
【図３】図４のステップ４０における減速距離の算出を説明するための図である。
【図４】本実施形態の車両用運転支援装置の動作フローである。
【図５】図４のステップ４０における減速距離を算出するためのフローである。
【図６】他車との車間距離に基づくブレーキ開始点の補正をするためのマップとその演算
式である。
【図７】ＳＯＣ管理幅を説明するための図である。
【図８】右左折の予測を説明するための図である。
【符号の説明】
【００５８】
　６　他の車両用ＥＣＵ
　７　ナビゲーション装置
　１０　ＥＣＵ
　１１　メモリ
　２０　エンジン
　２２　動力分割機構
　２４　ジェネレータ
　２６　インバータ
　２８　バッテリ
　３０　モータ
　３２　ディファレンシャル
　４０　案内装置



(11) JP 4702086 B2 2011.6.15

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】 【図５】
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【図６】

【図７】

【図８】
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